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我
が
国
に
お
い
て
は
昨
今
、
度
重
な
る
自
然
災
害
に
よ
る
河
川
敷
の
公
園
施
設
等
へ
の
被
害
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
河
川
法
上
の
河
川
管
理
者
（
土
地
の
占
用
者
）
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫

負
担
法
に
よ
り
、
河
川
敷
に
設
置
さ
れ
た
公
園
施
設
等
の
災
害
復
旧
事
業
に
国
庫
負
担
の
措
置
が
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
災
害
復
旧
事
業
」
と
は
、
災
害
に
因
つ
て
必
要
を
生
じ
た
事
業
で
、
災
害
に
か

か
つ
た
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
（
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
お
い
て
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す

る
た
め
の
施
設
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
河
川
敷
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
サ
ッ
カ
ー
場
、
ラ
グ
ビ
ー
場
、
野
球
場
等
、
地
方
公
共
団
体
が
管
理
し
て
い
る
都
市

公
園
法
に
お
け
る
都
市
公
園
（
公
園
施
設
を
含
む
）
で
、
自
然
災
害
に
よ
り
復
旧
事
業
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、
現
状
で
は
同

じ
仕
様
で
な
け
れ
ば
国
庫
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
特
に
、
土
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
増
水
時
に
表
土
流
出
な
ど
の
被
害

を
受
け
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
近
年
は
豪
雨
災
害
の
頻
度
が
増
加
し
て
お
り
、
数
年
ご
と
に
被
害
を
受
け
て
い
る
施
設

が
あ
る
と
こ
ろ
、
以
下
質
問
す
る
。

一

国
庫
負
担
、
地
方
公
共
団
体
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て

一



�

何
度
も
同
じ
場
所
に
お
い
て
同
様
の
被
害
が
生
じ
た
場
合
、
災
害
に
強
い
仕
様
に
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
例
え
ば
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
あ
れ
ば
、
ハ
ー
ド
コ
ー
ト
、
芝
、
人
工
芝
へ
、
サ
ッ
カ
ー
場
、
ラ
グ
ビ
ー
場
、
野
球
場

の
外
野
部
分
に
お
い
て
は
芝
、
人
工
芝
に
仕
様
を
変
更
し
て
復
旧
し
た
方
が
、
そ
の
後
の
被
害
が
抑
え
ら
れ
る
可
能
性
が

高
ま
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
度
重
な
る
復
旧
事
業
に
よ
る
国
庫
負
担
や
、
地
方
自
治
体
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
ま
ま
の
、
「
原
則
、
原
形
復
旧
」
へ
の
国
庫
負
担
で
は
被
害
の
た
び
に
修
復
工
事
を
行
う
こ

と
に
な
り
、
税
金
の
無
駄
遣
い
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

仕
様
変
更
に
伴
う
工
事
費
増
額
分
は
当
該
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
と
し
て
も
、
原
形
復
旧
に
相
当

す
る
工
事
費
は
国
庫
負
担
と
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

都
市
部
に
お
い
て
は
河
川
敷
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
、
近
隣
住
民
に
と
っ
て
貴
重
な
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
な
っ
て
い
る
。
河
川
増

水
に
よ
る
被
害
の
た
び
に
利
用
が
停
止
さ
れ
、
復
旧
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
約
一
年
間
、
使
用
で
き
な
い
。
増
水
に
対
し

て
被
害
を
受
け
に
く
い
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
仕
様
に
変
更
す
る
こ
と
で
、
利
用
停
止
期
間
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
、
住
民
福
祉

の
向
上
に
寄
与
で
き
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


